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（１） 特別養護老人ホーム希望の郷 

月日 申立人 苦情・相談内容 対応結果 

4月 7日 特別養護老人

ホーム入居者

様 

3階のリビングに設置してあ

るテレビが見られなくなっ

てしまった。テレビは楽し

みの一つのため、改善して

ほしい 

4/7、施設内の別の薄型テ

レビを設置し、改善しまし

た。訴えのあった利用者様

にご説明を行い、了承いた

だきました。 

4月 19日 ご家族 次回の病院受診日を事務所

職員に伝えたはずだが、事

務所内で共有されていな

い。このようなことが度々

ある。 

コミュニケーションミスの

撲滅を目指し、5月 1日よ

り以下の通り運用を変更い

たしました。 

改善内容： 

聞き取りによる共有漏れを

防ぐため、受診等の予定に

ついては「外出届」をご家

族に記入・ご提出いただく

運用へ統一いたしました。 

 

5月 4日 近隣住民の方 寮の近隣住民の方より、「騒

音について注意をしたとこ

ろ、職員から乱暴な言葉遣

いを受けた」旨のご指摘を

いただきました。 

施設長より近隣住民の方へ

以下の通りお詫びし、ご了

承をいただいております。 

1. 過去のご要望に対する共

有不足：以前より騒音に

関するご相談をいただい

ていたにもかかわらず、

職員間での引き継ぎが不

十分であり、適切な配慮

を継続できていなかった

こと。 

2. 不適切な言動：ご指摘を

真摯に受け止めるべき場

面で、職員が乱暴な言葉

遣いを用いたこと。 

 

該当職員への厳重注意、全

職員への周知を行いまし

た。併せて、情報共有体制

の再構築を実施しておりま

す。 

 

12月 18日 退所された利

用者様の担当

ケアマネジャ

ーの方 

「持参したはずの上履きが

見当たらない。施設ではど

のような持ち物管理をして

いるのか」とのお問い合わ

せをいただきました。 

当施設では、ショートステ

イ入所時に以下の手順で物

品管理を行っております。 

1. 持参品の写真撮影（状

態と品数記録） 



2. 持ち物リストの作成 

3. 退所時のチェックリス

ト照合（返却忘れ

防止の徹底） 

上記記録に基づき、当該利

用者様の入所時の記録を再

確認したところ、当初より

リストおよび写真に当該の

上履きが含まれていないこ

とが判明いたしました。 

確認した内容をご説明の結

果、ご家庭内での保管状況

に誤解があったことが確認

され、本件については円満

に解決いたしました。 

 

今回は施設側の管理不備で

はありませんでしたが、今

後も担当ケアマネジャーの

方、ご家族に安心してご利

用いただけるよう、入退所

時の持ち物チェックの精度

を維持し、丁寧な情報共有

に努めてまいります。 

 

（２） 特別養護老人ホーム第二希望の郷 

月日 申立人 苦情・相談内容 対応結果 

4月 14日 ご家族 入居者様の処方薬の内容に

ついて、ご家族より「嘱託

医および協力医療機関の医

師の判断に納得がいかな

い」とのお問い合わせをい

ただきました。あわせて、

施設側の説明不足について

もご指摘をいただきまし

た。 

ご家族が抱かれたご不安に

対し、これまでの説明や対

応が十分でなかったことを

真摯に受け止め、お詫び申

し上げました。その上で、

当施設の医療体制について

改めて以下の通りご説明を

行い、協議の場を持ちまし

た。 

1. 当施設における医療提

供の原則 

特別養護老人ホームに

おける日常的な健康管

理および医療行為は、

配置医師（嘱託医）の

指示に基づいて行われ

る仕組みであることを

改めてお伝えいたしま



した。 

2. 専門医療機関の受診に

ついて 

上記方針以外に、ご家

族が特定の専門医療機

関での受診や処方を強

く希望される場合に

は、ご家族様の付き添

いによる受診対応をお

願いしている点につい

てご説明いたしまし

た。 

【結果】 

上記の内容について、施設

の運用ルールと方針を丁寧

にお伝えし、最終的にご家

族よりご了承をいただきま

した。医療に関する判断

は、入居者様の生活の質に

直結する重要な事項です。

今後は医師の診断意図を施

設側がより正確に、かつ分

かりやすく橋渡しできるよ

う情報共有を徹底いたしま

す。また、ご家族との対話

を重視し、早期に安心感を

持っていただけるよう、イ

ンフォームド・コンセント

（説明と同意）の充実に努

めてまいります。 

 

8月 20日 ご家族 外出の際に対応した職員の

接遇（不愛想な態度）につ

いて、ご不快な思いをさせ

てしまったとのご指摘をい

ただきました。また、ご家

族様への対応中に、断りも

なく他の業務（他の方への

対応）で話を中断したこと

についても、「配慮に欠ける

のではないか」との厳しい

ご意見を頂きました。 

本件を施設全体で共有し、

以下の改善策を講じること

をご説明し、ご了承いただ

きました。 

1. 接遇マナーの再徹底： 

全職員に対し、お声が

けの際の言葉遣いや表

情、状況に応じた配慮

（クッション言葉の使

用）について、改めて

周知・指導を行いまし

た。 

2. 優先順位と配慮の教

育： 



業務が重なった際で

も、目の前の利用者

様・ご家族を尊重した

対応ができるよう、意

識向上に努めてまいり

ます。 

 

この度は、職員の配慮不足

によりご不快な思いをさせ

てしまい、誠に申し訳ござ

いませんでした。皆様に気

持ちよくお過ごしいただけ

る施設を目指し、接遇の質

の向上に職員一同取り組ん

でまいります。 

 

（３） 特別養護老人ホーム希望の郷大治 

月日 申立人 苦情・相談内容 対応結果 

10月 5日 ご家族様 ご家族様ご面会の際に、入

居者様の施設への持ち込み

飲料の残数が少なくなって

おり、施設側から事前の連

絡が無かったことに対しご

指摘いただきました。 

今後は職員によるご本人様

の持ち込み飲料に対するチ

ェックリストの運用を行う

事をご報告しご納得いただ

きました。 

3月 8日 ご家族様 ご家族様ご面会の際に、入

居者様の髭剃りが十分でな

かったことに対し、日々の

整容対応が十分ではないの

ではないかとのご意見 

をいただきました。 

介護責任者より、この度は

ご不快な思いをさせてしま

い大変申し訳ございませ

ん。また、ご指摘いただき

ありがとうございます。と

お詫びさせていただく。ま

た、入居者様ご自身が髭の

手入れをされていることを

ご家族様にお伝えし、今後

はさらに職員間でチェック

をさせていただく事をご本

人様、ご家族様にご報告

し、ご納得いただきまし

た。 

 

 

 

上記報告においては、個人情報保護の観点から個人が特定されるような内容の報告は記載して

おりませんが、ご意見をいただきました施設においては、施設内で共有・対応をさせていただ

いております。 


